
令和２年５月２１日 

保護者の皆様  

福岡県立直方高等学校長 

 

学校の完全開校等について 

 

保護者の皆様には、臨時休校中及び分散登校期間における教育活動等について、ご理解とご協力を

いただき、感謝申し上げます。新型コロナウイルス感染症が終息したわけではありませんが、県教育

委員会の通知を受け５月２５日（月）から完全開校することとしました。 

つきましては、今後も引き続き手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染症対策を徹底し「新しい

生活様式」を実践した上で、教育活動を行いたいと考えておりますので、保護者の皆様のご理解とご

協力をよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ ５月２５日（月）は、通常どおり８：４０までに登校してください。 

グラウンドでの対面式の後、４５分授業（月曜３・４・５・６限）を実施し、１５：３０放課予

定です。 

５月２６日（火）は、４５分授業（火曜１・２・３・４・６・７限）授業を実施し、１５：５０

放課予定です。以降、１学期間は４５分の６限または７限の授業を行います。土曜授業は実施しま

せん。 

なお、学校教育活動全般において、可能な限り３つの密を回避するよう工夫を行い、教室等では 

生徒間の距離をできる限り確保します。お子様には、入手が困難な中ではありますがマスクを必ず 

着用し、熱中症予防のため水筒を持参するようご指導をお願いします。授業等では換気を徹底し、 

ドアノブやスイッチなど多くの生徒が手を触れる個所については、適宜、消毒します。 

 

２ 登校前に体温を必ず検温し、登校してください。 

また、 

 ○生徒に以下の症状がみられる場合 

 ・息苦しさや強いだるさ、高熱のいずれかの症状がある。 

・発熱や咳などの風邪の症状が続いている。 

・基礎疾患があり、軽い風邪症状がある。 

⇒無理をせず、自宅で休養するようにしてください。休む場合は、学校へ連絡してください。 

 ○保護者の方または同居家族が感染した場合や濃厚接触者に特定された場合 

 ⇒速やかに学校へ連絡してください。  

 

３ 昼食を各自できるだけ用意してください。食堂は営業しますが、当面の間は弁当販売のみとし、 

食堂での食事は控えることとします。弁当は、丼物３種、各４５０円で、２限終了後の休み時間ま 

で注文ができます。 

 

４ 学校においても授業開始前（始業前）には、健康観察票を記入させ健康チェックを行います。発 

熱等がみられた場合、直ちに下校させますので、保護者の方は連絡がつくようにお願いいたしま

す。 

 

５ 部活動の実施は、「部活動の再開における留意事項」（右）のもと、実施内容や方法を工夫し、 

５月２５日（月）以降、同意書を確認の上、各部活動ごとに再開します。 

 

６ 臨時休業の影響により、「学びの保障」のため、第１学期終業式を７月３１日、第２学期始業式 

を８月２４日に変更します。直高フェアは中止、体育祭は検討中です。  

 

７ 今後の感染状況等により、教育活動の内容や期日を変更せざるを得ない場合は、あらためて連絡 

いたします。何かご心配な点、相談がありましたら、学校へお問い合せください。 

 



 

部活動の再開における留意事項（令和２年５月２５日以降） 

     

 

 

１ 生徒本人と保護者の方の意向を十分に確認し、同意書を受け取った上で活動を再開します。 

 部活動の参加に同意する場合は、保護者の方から部活動顧問へお子様をとおして同意書を提出い 

ただきますようお願いします。 

 

 

 

２ 身体接触を伴う活動、また、近距離での会話や発声が行われる活動を極力避けることとします。 

 

 

 

３ こまめな休憩を挟み、その都度うがいと手洗いを徹底します。 

 

 

 

４ 給水用のボトルやコップ、タオル等の共用は禁止します。 

 

 

 

５ 共用する器具や用具（トレーニング器具や楽器、調理器具、実験器具等）は、使用前後に消毒し 

ます。 

 

 

 

６ 室内で活動する場合には十分な換気を行い、生徒が手を触れる箇所（ドアノブ、手すり、スイッ 

チ等）はこまめに消毒します。 

 

 

 

７ 活動中の健康観察を十分に行い、体調がすぐれない生徒は速やかに下校させます。  

 

 

 

８ 部室等の利用は短時間とし、一斉に多数の生徒が利用しないようにするとともに、部室内での会 

 話は控えるよう指導します。 

 

 

 

９ 公式大会（各競技団体、関係団体等）が実施される場合、大会への参加の必要性を十分に検討し 

ます。また、大会前の練習試合等や他校との合同練習を行う際には、生徒や教員の感染防止対策に 

努め、双方の校長の承諾のもと計画することとします。 

  

 

 


